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法人による農業の経営について（法人による農業の経営について（農業生産法人農業生産法人制度）制度）

☆株式会社形態の農業生産法人の現状○法人による農業の経営

☆株式会社形態の農業生産法人の事例

・園 芸 用 樹 木 等 の 販 売 会 社 が 、 　
　自 ら バ ラ 、サ ク ラ ン ボ 等 の 生 産
　 を 開 始 。
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☆業種別の株式会社形態の農業生産法人数（平成１７年１月１日現在）

１２０社計

３９社⑤有限会社等からの組織変更

３１社
④新規就農者、農業関係者が新たに農業生産法人を設立

１０社③畜産・花きなど施設型農業を行う株式会社

１８社②建設・運輸・観光業者等

２２社①食品・飲料メーカー、農産物販売会社等

法人数法人の設立母体
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←合名・合資会社

←有限会社

←農事組合法人

←株式会社

☆農業生産法人数の推移（各年１月１日現在）

●法人の事業が農業中心
●法人が農業者を中心として運営（構成員と役員）
●法人の形態

なお、農地の権利を取得することについては、個人・法人に
関わらず、農地法の許可を受ける必要。

○

一般に、法人が農業に参入することについては、特別な

資格等は不要であり、実際に、会社法等に基づいて設立さ
れた多くの法人が営農を行っているところ。

○

☆農業を営む法人の数とその経営類型別内訳（上位のもの）

法人が農地の権利を取得するための要件法人が農地の権利を取得するための要件

これらすべての要件を満たした法人を「農業生産法人」とい
い、農地の権利取得が認められる。

＊農業生産法人の推移については、右図参照。

【注】 農業生産法人制度は、農地の権利を取得できる法人をチェックする

ものであって、この制度によって法人格を付与するものではない。

（単位：法人、％）

法人数合計 13,186（100.0）

　　　養　　　　　　鶏 1,467（11.1）
　　　花　　　　　　き 1,445（11.0）
　　　稲　　　　　　作 1,368（10.4）
　　　養　　　　　　豚 1,234（ 9.4）
　　　野　　　　　　菜 1,009（ 7.7）

　うち上位のもの

（出典：2000年世界農林業センサス、H12.2.1現在）
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①①基本構想に規定基本構想に規定

②②農業生産法人以外の法人への農地等の貸付け農業生産法人以外の法人への農地等の貸付け

参入区域

として設定

～基本構想～ 都
道
府
県
知
事

同意

耕作放棄地や耕作放
棄地になりそうな農地
等が相当程度存在す
る区域

＝担い手の不足して
いる地域

制 度

市町村

使用貸借による権利
又は賃借権（リース）の
設定

○農地法第３条許可

（特例的に許可）

株式会社等農業生産法人
以外の法人市町村

農地保有合理化法人 業務執行役員のうち、
１人以上の者が耕作
又は養畜の事業に常
時従事

農地所有者

買入れ
又は
借入れ

協定の締結

【事業の適正かつ円滑
な実施を確保するため
の協定】

○基盤法第18条
利用集積計画

農業経営基盤強化促進法

［特定法人貸付事業］

１ 組織形態・業種別
（単位：法人）

２ 作物別
（単位：法人）

平成１８年３月１日現在（カッコ書は１６年１０月１日現在）

○協定の例（Ｘ市とＹ建設会社との協定）

・ ＹはＸ市から借り受けたＡ集落に所在する２ｈａの農地において稲作を
行う。

・ Ｙは、水路、ため池等の施設の維持管理等の取決めを遵守し、常時
従事役員のうち１名を維持管理等の任務に当たらせる。

・ ＹはＸ市に対し、協定の実施状況等について毎年度報告する。

・ Ｙが協定に違反した場合には、Ｘ市は賃貸借契約を解除する。Ｙは、
その場合には、自己負担で直ちに原状回復してその土地をＸ市に返還す
る。

○農業生産法人以外の法人が農業参入している状況

農業生産法人以外の法人農業生産法人以外の法人の農業へのの農業への新規参入新規参入

農業生産法人以外の法人の農業への新規参入が、１６年１０月から本年３月までの約１年半で約２倍（７１法人→ １５６法人）

となるなど、着々と成果。改正基盤法の昨年９月からの施行により、一層の増加が期待。

耕作放棄地
に限らない

株 式 会 社 有 限 会 社 Ｎ Ｐ Ｏ 等 建 設 業 食 品 関 係 そ の 他

１ ５ ６ ８ ０ ４ １ ３ ５ ５ ７ ４ １ ５ ８
（７ １ ） （ ３ ７ ） （ １ ９ ） （ １ ５ ） （ ２ ４ ） （ ２ １ ） （ ２ ６ ）

業 種 等 別参 入 法 人 数 組 織 形 態 別

米 麦 等 野 菜 果 樹 畜 産
花 き ・
花 木

工 芸
作 物

複 合

参 入 法 人 数 1 5 6 3 0 6 5 2 4 6 3 5 2 3
（ 7 1 ） （ 1 5 ） （ 3 1 ） （ 1 1 ） （ 3 ） ( 1 ) ( 1 ) ( 9 )

合 計

２



○ 農協の指導・監督は、農協については都道府県、中央会・連合会については国が実施 （注）

○ 農協に対する行政の指導・監督は、事業協同組合、生協等と同等。なお、特に信用・共済事業を行う農協については、銀
行や保険会社と同等の規制

○ 農協に対する行政の指導・監督等○ 指導・監督の担当行政機関

農協

都道府県が指導・監督

都道府県レベル都道府県レベル

全国レベル全国レベル

経済農業協同組合
連合会
（経済連）

信用農業協同組合
連合会
（信連）

全国農業協同組合
中央会(全中）

全国共済農業協同
組合連合会（全共連）

全国農業協同組合
連合会(全農）

都道府県農業協同
組合中央会（県中）

国が指導・監督

など

信用事業を行う農協・連合会に係る規制

健全性確保のための早期是正措置命令

業務・財産の状況の開示（ディスクロージャー）

共済事業を行う農協・連合会に係る規制

健全性確保のための早期是正措置命令

など業務・財産の状況の開示（ディスクロージャー）

銀
行
（株
式
会
社
）

・
信
金
と
同
等
の

規
制

保
険
会
社
（株
式

会
社
・
相
互
会
社
）

と
同
等
の
規
制

（注）都道府県の区域以下の区域を地区とする農協については都道府県が指導・監督。中央会、都道府県の区域以上の区域を地区とする連合会については、国が指導・監督。
なお、都道府県の区域を越える区域を地区とする農協については国が指導・監督。

農協に対する行政の指導・監督について農協に対する行政の指導・監督について

組合の設立、定款の変更等の認可

解散命令

業務改善命令、業務停止命令

など

農協・連合会共通の規制

事
業
協
同
組
合
、
生
協
等

と
同
等
の
規
制

検査・報告徴収
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